
●
市
出
納
金
の
口
座
振
替
納
付
済

通
知
書
を
廃
止
し
ま
す

市
で
は
、
近
年
の
経
済
状
況
の
変
化
に

伴
い
、
厳
し
い
財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
事
務
の
簡
素
化
・
合
理

化
お
よ
び
経
費
の
削
減
策
を
推
進
し
て
い

ま
す
。そ
の
一
環
と
し
て
、４
月
の
口
座
振

替
分
か
ら
口
座
振
替
納
付
済
通
知
書
の
発

行
を
廃
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
口

座
振
替
で
市
税
な
ど
を
納
付
さ
れ
て
い
る

か
た
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

廃
止
す
る
科
目
保
育
園
保
育
料
、
市
・
県

民
税（
普
通
徴
収
分
）、
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
軽
自
動

車
税（
車
検
に
必
要
な
軽
自
動
車
税
の
納

税
証
明
書
は
、従
来
ど
お
り
郵
送
し
ま
す
）

※
納
税
状
況
の
確
認
は
、預
金
通
帳
の
記

帳
か
担
当
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

引
き
落
と
し
が
で
き
な
い
場
合
は
そ
の
都

度
通
知
し
ま
す

�
保
育
園
保
育
料
は
児

童
福
祉
課
へ
内
線
１
５
３
１
、
そ
の
他
は

収
税
課
へ
内
線
１
０
７
１

●
人
権
擁
護
委
員
を
委
嘱

吉
村
容
子
氏（
再
任
）、吉
川
明
彦
氏（
新

任
）が
１
月
１
日
付
け
で
法
務
大
臣
か
ら

人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
は
人
権
侵
害
の
排
除
に

努
め
、
正
し
い
人
権
思
想
の
普
及
と
高
揚

に
努
め
る
と
と
も
に
、人
権
が
侵
害
さ
れ

た
場
合
に
は
相
談
相
手
に
な
っ
て
適
切
な

処
置
を
講
じ
、
そ
の
救
済
を
図
っ
て
い
ま

す
。
相
談
は
自
宅
で
は
随
時
、
市
役
所
で

は
毎
月
第
２
水
曜
日
の
１０
時
か
ら
１５
時
に

人
権
相
談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

人
権
擁
護
委
員
早
川
富
美
子（
柏
原
１
１

３
３
�
９
５
２－

５
８
７
６
）、
小
沢
孝
志

（
中
央
１－

２２－

５
�
９
５
７－

６
６
３

３
）、吉
村
容
子（
東
三
ツ
木
１
８
２－

１３

�
９
５
３－

２
４
８
２
）、
小
澤
市
郎（
水

野
５６
�
９
５
８－

６
９
３
８
）、
佐
藤
玲

秀（
鵜
ノ
木
１６－

１１
�
９
５
４－

７
３
０

７
）、櫻
井
節
子（
水
野
６
４
６－

１０
�
９

暮らしの情報ページ

お
知
ら
せ

●スポーツ施設〈利用説明会〉
屋外スポーツ施設

※利用登録は、２月２２日から随時受け付け
場所勤労福祉センター �公園管理事務所へ�９５３－５１１１

屋内スポーツ施設

※いずれの説明会も、抽選会の中で行います

●文化施設〈利用者登録〉

※市民会館は会議室・和室のみが対象になります。各公民館、集会所の予
約サービスについては平成１２年度中の利用開始を予定しています

●問い合わせ詳しくは、各施設か企画課へ内線７１３４

市では、スポーツ施設などを利用するときに必要な予約や申
請手続き方法の簡略化などを目的に電算システムの導入を進め
ています。システム導入後は、スポーツ施設や各公民館などに設
置するロビー端末でテニスコートやグラウンドなどの利用申し
込みや照会、抽選結果の確認が行えるほか、各ご家庭の電話やイ
ンターネットでも利用することができます。
この予約サービスは４月から利用開始となりますが、事前に
利用する施設に登録し、登録番号を取得しなければなりません。
次の日程で説明会（文化施設を除く）を開催しますのでご参加く
ださい。

12

日 時
２月１９日（土）、１０時３０分から
２月１９日（土）、１４時から

対 象
テニスコート利用者
テニス以外の施設利用者

問い合わせ

市民総合体育館
�９５２－０５１１
狭山台体育館
�９５８－１２０１
勤労福祉センター
�９５３－５９４８

日 時

３月２日（木）、９時３０分から

３月１日（水）、１０時から

３月１日（水）、９時から

施 設

市民総合体育館

狭山台体育館

勤労者体育センター

問い合わせ

勤労福祉センター
�９５３－５９４８
市民会館
�９５３－９１０１

日 時

３月１日（水）から

３月１日（水）から

施 設

勤労福祉センター

市民会館

－１

広報さやま

平成12年2月10日号

広報さやま

平成12年2月10日号
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暮らしの情報ページは主に公共機関などからのお知らせを掲載します。問い合わせや申し込みなどは�の記号で表示します。
市役所の代表電話番号は�042－953－1111です。

１
月
２１
日（
金
）、「
環
境
パ
ト
ロ
ー

ル
カ
ー
」
と
し
て
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車

が
納
車
さ
れ
、利
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

市
で
は
環
境
保
護
の
観
点
か
ら
、
天

然
ガ
ス
車
、電
気
自
動
車
、ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
車
を
す
で
に
導
入
し
て
お
り
、今
回
が

４
台
め
の
環
境
に
や
さ
し
い
庁
用
車
と

な
り
ま
す
。
今
後
は
、
昨
年
の
４
月
１

日
に
施
行
さ
れ
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の

排
出
の
抑
制
に
関
す
る
条
例
、ま
た
１０

月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
ポ
イ
捨
て
の
防

止
に
関
す
る
条
例
の
調
査・指
導
な
ど
に

利
用
す
る
ほ
か
、環
境
問
題
全
般
の
車

両
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

●
環
境
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
と
し

て
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
を
導
入

譲
り
ま
す
▽
タ
イ
ヤ
チ
ェ
ー
ン
▽
電
動
モ

ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
▽
ベ
ビ
ー
カ
ー（
Ａ

型
）
▽
ベ
ビ
ー
カ
ー（
双
子
用
・
た
て
型
）

▽
室
内
ジ
ム
▽
ミ
ル
ミ
キ
サ
ー
▽
ス
テ
ッ

プ
ウ
オ
ー
カ
ー
▽
ダ
ン
ベ
ル
▽
学
習
机
・

い
す
▼
エ
レ
ク
ト
ー
ン

譲
っ
て
く
だ
さ

い
□
一
輪
車（
１４
イ
ン
チ
）□
ベ
ビ
ー
ラ
ッ

ク
□
ベ
ビ
ー
サ
ー
ク
ル
□
ソ
フ
ァ
ー
□
茶

ダ
ン
ス
□
食
器
棚
□
姿
見
□
チ
ェ
ス
ト
□

ガ
ス
テ
ー
ブ
ル（
プ
ロ
パ
ン
用
）□
ピ
ア
ノ

▼
電
子
レ
ン
ジ

※
▽
印
は
有
料
、▼
印

は
無
料
、□
印
は
応
相
談
。交
渉
は
本
人
同

士
で
行
い
、ト
ラ
ブ
ル
の
際
も
対
処
し
て

く
だ
さ
い
。登
録
有
効
期
間
は
６
か
月
で
、

再
登
録
も
で
き
ま
す

�
月
〜
土
曜
日
、

９
時
〜
１５
時
３０
分
（
１１
時
３０
分
〜
１３
時
と

祝
日
は
除
く
）に
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

不
要
品
登
録
制
度
専
用
電
話
へ
�
９
５
４

－

４
９
５
３

不
要
品
登
録
制
度
コ
ー
ナ
ー

●
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

日
時
３
月
３
日（
金
）、
１０
時
３０
分
か
ら

※
雨
天
は
１０
日

対
象
市
内
在
住
で
ス
ポ

ー
ツ
傷
害
保
険
に
加
入
し
て
い
る
６０
歳
以

上
の
か
た

定
員
１
０
０
名

場
所
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
宝
荘

�
２
月
１８
日（
金
）

ま
で
に
宝
荘（
当
日
は
寿
荘
と
中
央
公
民

館
前
か
ら
送
迎
バ
ス
あ
り
）へ
�
９
５
２

－

７
７
７
７

ス
ポ
ー
ツ
・レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

５
８－

９
１
０
４
）、
沼
�
千
枝
子（
上
広

瀬
２
１
３
３
�
９
５
４－

３
４
５
８
）、尾

�
勇
治
（
中
新
田
４４
�
９
５
８－

６
３
２

６
）、吉
川
明
彦（
上
奥
富
３
５
４
�
９
５

４－

７
０
０
３
）
�
市
民
相
談
室
へ
内
線

１
１
４
０

●
要
介
護
認
定
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

４
月
か
ら
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
た
め
に
は
、要
介
護
認
定
が
必
要

で
す
。
現
在
、
寝
た
き
り
や
痴
呆
な
ど
で

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
か

た
に
は
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、

申
請
が
ま
だ
済
ん
で
な
い
か
た
や
、新
し

く
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
か
た
は
２
月
中

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、お
近
く
の

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
申
請
の
代

行
を
依
頼
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

�
介
護
保
険
課
へ
内
線
１
５
５
３

●
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
の
立
候

補
予
定
者
説
明
会

４
月
２５
日（
火
）執
行
に
伴
う
農
業
委
員

会
委
員
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を

行
い
ま
す
。

日
時
４
月
５
日（
水
）、
９
時
３０
分
か
ら

場
所
市
役
所
６
階
会
議
室

�
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
へ
内
線
６
０
６
１

●
困
り
ご
と
・
悩
み
ご
と
・
心
配
ご
と

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

日
時
３
月
８
日
（
水
）、
１０
時
〜
１５
時

内
容
人
間
関
係
、近
所
づ
き
あ
い
で
の
悩

み
、日
常
生
活
で
の
困
り
ご
と
、相
続
、離

婚
な
ど
に
つ
い
て

相
談
員
人
権
擁
護
委

員
、法
務
局
担
当
職
員

場
所
奥
富
公
民

館

�
市
民
相
談
室（
当
日
、会
場
で
受
け

付
け
）
へ
内
線
１
１
４
０

●
市
民
交
通
傷
害
保
険
料
を
補
助

対
象
市
民
交
通
傷
害
保
険
に
自
治
会
で
加

入
し
、保
険
料
を
支
払
っ
た
か
た
で
、次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た（
平
成
１１
年

１０
月
１
日
現
在
）▼
身
体
障
害
者
手
帳
か

み
ど
り
の
手
帳
を
お
持
ち
の
か
た
▼
生
活

保
護
世
帯
の
か
た

補
助
額
保
険
料
全
額

�
２
月
１４
日
（
月
）
〜
２５
日
（
金
）
に
手

帳
か
生
活
保
護
の
証
明
書
と
認
め
印
、
預

金
通
帳
を
持
っ
て
生
活
環
境
課
へ
内
線
３

６
９
３

●
小
規
模
工
事
受
注
希
望
者
の
登

録
を
受
け
付
け
ま
す

対
象
市
内
に
主
た
る
事
業
所
を
置
く
建
設

工
事
の
請
負
者
で
、建
設
業
の
許
可
を
受

け
て
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
競
争
入
札
参

加
資
格
を
有
し
て
い
な
い
事
業
者

※
禁

治
産
者
お
よ
び
準
禁
治
産
者
、破
産
者
で

復
権
を
得
な
い
か
た
を
除
く

対
象
と
な

る
工
事
１
３
０
万
円
以
下
の
小
規
模
な
工

事
や
修
繕

必
要
書
類
小
規
模
工
事
受
注

希
望
者
登
録
申
請
書（
契
約
管
財
課
、各
出

張
所
で
配
布
）、商
業
登
記
簿
謄
本（
法
人
）

か
代
表
者
の
身
分
証
明
書（
個
人
）、納
税

証
明
書

※
資
格
・
免
許
が
必
要
な
業
種

は
資
格
者
証
や
免
許
証
の
写
し

登
録
有

効
期
間
平
成
１４
年
３
月
３１
日
ま
で

�
３

月
１
日（
水
）か
ら
必
要
書
類
を
持
っ
て
契

約
管
財
課
へ
内
線
３
５
５
１
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